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令和８年度 学校いじめ防止基本方針 
                                                    岡崎市立井田小学校 

 

１ いじめの防止についての基本的な考え方 

 いじめとは，他者に対して心的・肉体的苦痛を与える言動であり，いかなる

理由をもっても絶対にしてはいけないことである。かつ，その言動に対して見

過ごすことも許されない。以上の点をふまえ，学校は教職員が日頃からささい

な兆候を見逃すことがないよう努めるとともに，学校全体で組織的に対応して

いくことが大切である。 

 学校は，児童が教職員や周囲の友人との関係の中で，安心・安全に生活でき

る場所でなければならない。そのために、児童一人一人が大切にされていると

いう安心感や実感をもち，相互に認め合える人間関係をつくり，集団の中の一

員として，自覚と自信を身に付けることができる学校づくりを心掛けていく。

そうした中で，児童が自己肯定感を育み，仲間と共に人間的に成長できる，魅

力ある学校づくりを進めていくものとする。 

 

２ いじめ防止対策組織 

 「いじめ・長期欠席対策委員会」を設置する。いじめに関わるささいな兆候や

懸念，児童や保護者などからの訴えを，一部の教員が抱え込むことがないよう

留意して，学校としての機能を円滑なものにする。 

（１）「いじめ・長期欠席対策委員会」の役割 

  ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認 

       ・学校評価アンケート・生活アンケートを行い，学校におけるいじめ

防止対策の検証を行い，改善策を検討していく。 

   イ 教職員への共通理解と意識啓発 

       ・年度当初での職員会議で「学校いじめ防止基本方針」を周知し，教

職員の共通理解を図り，未然防止に努め，迅速な初期対応の重要性

について意識を高める。 

       ・目安として，学期に１度行う「生活アンケート」や職員会議後の情

報交換，教育相談や WEBQU の結果の集約，分析，対策の検討を行

い，実効があるいじめ防止対策に努める。 

  ウ 児童や保護者，地域に対する情報発信と意識啓発 

       ・学校だよりや HP などを通して，いじめ防止の取組状況や学校評価

結果などを発信する。 

   エ  いじめに対する措置（いじめ事案への対応） 

       ・いじめがあった場合，あるいはいじめの疑いがあるとの情報があっ
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た場合，正確な事実の把握に努め，問題の解消に向けた指導・支援

体制を組織する。 

       ・事案への対応については，適切なメンバーを構成し，迅速かつ効果

的に対応できるようにする。また，必要に応じて，外部の専門家，

関係機関と連携して対応する。 

       ・一定の解消が見られた，また，解消しているかは本人と保護者及び

関係教職員の考えも確認し，その後についても丁寧に見守る。 

（２）組織の構成 

校長・教頭・主幹教諭・教務主任・校務主任・校務主任補佐・学年主任・生活指

導主任で構成する 

 

３ いじめの防止等に関する具体的な取組 

（１）いじめの未然防止への取組 

  ア 児童同士の関わりを大切にし，互いに認め合い，共に成長していく学

級づくりを進める。 

    イ 児童の主体的な活動や努力を認め，自己肯定感を育む授業づくりに努

める。 

    ウ 教育活動全体を通して，道徳教育・人権教育の充実を図るとともに，

体験活動を推進し，命の大切さ，相手を思いやる心の醸成を図る。 

    エ 情報モラル教育を進め，児童がインターネットの正しい利用とマナー

についての理解を深め，ネットいじめの加害者，被害者とならないよ

う継続的に指導する。 

  オ 学校・家庭・地域が一体となって全児童へのきめ細やかな教育の推進

に努めるとともに，児童の健全育成を目的とした連携を強化していく。 

（２）いじめの早期発見への取組 

    ア  生活アンケートを各学期に１回ずつ，保護者アンケートを年に１回実

施する。また，合わせて教育相談を適宜実施することで，児童の小さ

なサインを見逃さないように努める。 

  イ ６月と１０月に WEBQU（学級集団適応心理検査）を実施し，その結

果を踏まえ，児童にとって充実した学校生活を送ることのできる環境

を整えるよう努める。 

    ウ 教師と児童との温かな人間関係づくりや，保護者との信頼関係づくり

に努め，いじめなどについて，相談しやすい環境づくりに努める。 

    エ 学校の相談窓口（担当者），いじめ相談電話などの外部の相談機関を

紹介し，児童や保護者が安心して過ごすことができる環境を整える。 
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（３）いじめ事案への対応 

  ア いじめの発見・通報を受けたら実情を詳細に把握し，校長・教頭・担

当役職・生徒指導主任・学年主任への報告を行い，初期対応を協議し，

加害者への指導を速やかに行う。事の経過が重大なものと判断した場

合には，「いじめ・長期欠席対策委員会」を中心に，組織的に対応す

るとともに，教育委員会への報告を行う。 

    イ いじめが絶対悪であるという基本姿勢のもと，被害者児童を守り抜く

よう努め，被害者児童とその保護者の思いに寄り添う姿勢で対応する。 

    ウ 加害児童とその保護者には，教育的配慮の下，毅然とした姿勢で指導

及び支援を行う。 

  エ 被害児童，加害児童ともに，人権，個人情報保護に十分配慮しながら

対応にあたる。 

    オ 教職員の共通理解，保護者の協力，スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーなどの専門家や，警察署，児童相談所などの関係

機関との連携の下で取り組む。 

    カ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い，以後のいじめを見過ご

さない，二度といじめを生み出さない集団づくりを行う。 

    キ ネット上のいじめへの対応については，重大事態であるという認識の

下，厳しい姿勢で臨み，必要に応じて警察署や法務局などとも連携の

上，行うものとする。 

  ク 「井田小版いじめ事案対応フロー」を基に全職員が対応指針を共通理

解し、対応を進めていく。 

 

４ 重大事態への対応 

 （１）重大事態が生じた場合には，組織的な対応をとるとともに，速やかに

教育委員会への報告を行う。これについては「重大事態対応フロー図」

に基づいて対応するものとする。 

 （２）学校が事実に関する調査を実施する場合は，「いじめ・長期欠席対策

委員会」を開き，事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応す

る。 

 （３）調査結果については，被害児童，保護者に対して適切に情報を提供し，

教育的配慮に基づいて指導経過を伝える。  
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５ 学校の取組に対する検証・見直し 

（１）学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については 

ＰＤＣＡサイクル（ＰＬＡＮ→ＤＯ→ＣＨＥＣＫ→ＡＣＴＩＯＮ）で

見直し，実効性のある取組となるよう努める。 

（２）いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者へ 

の教育活動アンケートを年に１回実施（１２月下旬）し，「いじめ・

長期欠席対策委員会」でいじめに関する今年度の取組の検証を行い，

次年度に向けて見直しを図る。 

 

６ その他 

 （１）「学校いじめ基本方針」は年度当初に，保護者へ配付するとともに，

ホームページに掲載する。 

 （２）長期休業中の事前・事後指導を行い，休業中のいじめ防止に取り組む。 

（３）いじめや長期欠席への対応力を高めるため，生徒指導主任を中心とし

て研修会を実施し，全教職員が共通理解を深めながら，指導・支援の

質の向上に継続的に取り組んでいく体制を整える。 
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【重大事態への対応フロー図】 

 

重大事態の発生 

                                        ↓ 

  教育委員会へ重大事態の発生を報告 

                                        ↓ 

 教育委員会が調査の主体を判断 

 

 学校が調査主体の場合 

         学校に重大事態の調査組織を設置 

         ※ 「いじめ・長期欠席対策委員会」が調査組織の母体と

なる。 

         ※ 組織の構成については，専門的知識及び経験を有し，

当該いじめ事案の関係者と直接人間関係または特別な利

害関係を有しない第三者の参加を図ることにより，当該

調査の公平性・中立性を確保するように努める。 

 

 

                  ※ 因果関係の特定を急がず，客観的な事実関係を速やか

に調査する。 

                  ※ 事実としっかり向き合う姿勢を大切にする。 

         いじめを受けた児童及びその保護者へ適切な情報提供 

 ※ 関係者の個人情報に十分配慮しつつ，情報を適切に提

供する。 

                  ※ 調査に当たって実施するアンケートは調査に先立ちそ

の旨を調査対象の児童や保護者に説明をする。 

       調査結果を教育委員会に報告 

                  ※ 希望があれば，いじめを受けた児童または保護者の所

見をまとめた文書も調査結果に添付する。 

        調査結果を踏まえた必要な措置 

                  ※ 調査結果を踏まえ，再発防止に向けた取組を検討し，

実施する。 

                  ※ 再発防止に向けた取組の検証を行う。 

 

 

 

         事実関係を明確にするための調査を実施 
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〈取組の年間計画〉 

 「いじめ・長期欠席

対策 委員会」 
未然防止の取組 早期発見の取組 

保護者・地域との

連携 

４ 

月 

 

 

 

Ｐ 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ａ 

 

 

 

Ｐ 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ａ 

 

 

〇「学校いじめ基

 本方針」の内容

 確認 

〇生徒指導連絡会 

〇教員評価制度自

己申請 

〇相談室やＳＣの周知 

〇学級・学年開き 

〇保健指導（心と体 

の成長） 

〇学級活動「よりよ 

い学級づくり」 

○生活指導「よりよい

学校生活について」 

〇いじめ相談窓口の児

 童，保護者への周知 

〇身体測定  

〇児童観察 

 

 

〇入学式 

〇ホームページ，P

TA総会などでの

「学校いじめ基

本方針」の説明 

〇PTA総会 

〇授業参観 

○教育・健康相談 

５ 

月 

〇生徒指導連絡会 ○校内教育支援委員会 〇児童観察 

〇各種定期健康診断 

〇井田祭➀（運動

会） 

６ 

月 

〇就学指導委員会 

〇生徒指導連絡会 

〇保健指導（けがの 

防止） 

○校内現職研修会 

○WEBQU 

〇児童観察 

〇生活アンケート 

〇教育相談 

○校内教育支援委員会 

〇学校運営協議会 

７ 

月 

〇生活アンケート

 の分析 

〇生徒指導連絡会 

〇学級活動・生活指導 

「夏休みの生活」 

〇児童観察 

 

〇個別懇談会 

〇１学期終業式 

 

８ 

月 

 ○学級活動「２学期の

生活について考えよ

う」 

○校内現職研修会  

９

月 

〇生徒指導連絡会 

〇教員評価制度中

 間報告 

○道徳「思いやりの心」 

○校内教育支援委員会 

○学校保健委員会 

○生活指導「２学期の

生活について」 

〇児童観察 

〇身体測定 

○学校保健委員会 

 

10 

月 

〇生徒指導連絡会 

〇就学指導委員会 

 

○道徳「学校生活を振

り返ろう」 

○WEBQU 

〇児童観察 

〇視力検査 

 

〇ふれあい文化祭 

○井田祭②（キラ

キラステージ） 

 

11

月 

〇生徒指導連絡会 ○生活指導「冬季の生

活の仕方について」 

〇児童観察 

〇教育相談 

〇就学時検診 

○おかざきっ子展 

○山の学習 

○修学旅行 
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12 

月 

 

 

Ｐ 

 

 

 

Ｄ 

 

  

 

 

Ｃ 

 

 

 

  

Ａ 

 

 

 

 

 

  

Ｐ 

へ 

〇生徒指導連絡会 

〇生活アンケート

 の分析 

〇人権週間（講話） 

〇道徳「情報モラル 

教育」 

〇保健指導「命の大 

切さ」 

○生活指導「冬休みの

生活」 

○生活アンケート 

〇児童観察 

〇個別懇談会 

〇学校運営協議会 

〇教育活動アンケ

ート（保護者用） 

○井田Fes 

１ 

月 

〇生徒指導連絡会 

〇教員評価制度自

 己評価 

〇教育活動アンケ

 ート（教師用） 

〇保健指導「薬物」（６

年生） 

〇学級活動「新年の 

抱負」 

○生活指導「３学期の

生活について」 

〇身体測定 

〇教育活動アンケート 

  （児童用） 

〇書き初め展 

〇学力テスト 

２ 

月 

〇生徒指導連絡会 

〇葵中学校入学説

 明会（６年生） 

〇教育活動アンケ

 ート結果の検証 

〇就学指導委員会 

○道徳「仲間の大切さ」 

○校内教育支援委員会 

〇児童観察 

〇教育相談 

〇学校運営協議会 

○花束の会 

 

３ 

月 

〇生徒指導連絡会 

〇学校運営協議会

による評価の検証 

〇学級活動「新年度 

に向けての心構え」 

○生活指導「春休みの

生活」 

「１年のまとめ」 

〇児童観察 ○同窓会入会式 

〇卒業式 

通

年 

〇校内のいじめに

 関する情報収集 

〇対応策の検討 

〇道徳教育，学級活動

の充実 

〇児童が関わり合いな

がら学ぶ授業の実践 

○生活指導事項の共通

理解（全職員） 

〇朝の会での健康観察 

〇生活アンケート 

○定期的な面談 

〇あいさつ運動 

〇登下校時の見守

 り 

○保護者・地域と

一体となった行

事の実施 

※いじめ発生時には，関係職員で共通理解を図りながら対応していく。 
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井田小版 いじめ事案対応フロー 

第三者から 

・加害児童生徒からの聞き取り内容を報告する（事案によっては校長同席が好ましい）。 
・時系列に沿って確認し、事実関係を明らかにする。 
・本人（被害児童生徒）とその保護者、加害児童生徒の意思を確認する。 
・実行可能な再発防止策を検討する。→明日から実施する策、１か月後の策、学期末の策まで立案できると理想（特に重大事案） 

○謝罪の場を設ける場合 
 ・時刻と場所を配慮する（原則、会議室等の別室で行う）。 
 ・謝罪する側が、何に対して謝罪するのか明確にする。事前に確認するとよい。 
 ・再発防止策を伝え、各自ができることをしっかりやる約束をする。 
 ・被害児童生徒、加害児童生徒ともに今後の生活のプラスになるような声掛けに心掛ける。特に加害

児童生徒には「信じてるよ」の言葉は有効。 
 ・被害児童生徒から謝罪の受け入れ状況や今後の不安を聞く等、心のケアに努める。 
●謝罪の場を設けられない場合（加害児童生徒が特定できなかった場合も含む） 
 ・被害児童生徒に指導状況を説明し、心のケアに努める。不安感や困り感に寄り添う。 
 ・被害児童生徒、加害児童生徒ともに今後の様子を見守る。再発防止の徹底。 

最終指導プランの確認 

・状況を聞き取る。 
・５Ｗ１Ｈを明確にする。 
・証言の公表の可否を確認する。 

・保護者に、時系列に沿って分かっている事実を丁寧に説明する。 
・保護者の思いを丁寧に聞き取る。 

・状況が複雑に絡んでいたり、どちらの言い分

にも一理あったりするような場合は無理を

して進まず、丁寧な聞き取りや対応に努め

る。 

・必要に応じて加害児童生徒の保護者にも状況

を説明し、指導への理解を得るとともに協力

を依頼する。 

・最優先は被害児童生徒の安心安全の確保であ

る。必要に応じてＳＣや養護教諭、教員補助

員等の協力を依頼し、対応する。 

・再発防止策を早急に取りまとめ、被害児童生

徒の保護者の了解を得て実行する。 

・日々の声かけが重要となる。「異常はなかっ

たか」「嫌な思いはしていないか」毎日声を

かけて、被害児童生徒に寄り添う。「担任が

自分のことを心配してくれている」と思わせ

ることが大切。 

・定期的に被害児童生徒の保護者に連絡をし、

学校での様子を伝え、家での様子（特に下校

後の表情等）を聞く。 

・日々のちょっとした手間をかけることが大

きな成果、大きな信頼を得ることにつなが

る。 

・校長の了解を得る。 
・被害児童生徒保護者に加害児童生徒から聞き取った内容を報告し、最終指導プラン及び再発防止策の了解を得る。 

最終指導 

最終指導の報告 

・謝罪の様子を報告する。 
・今後の生活に対し約束したことを確認する。 
・再発防止策の再確認。 

保護者へ最終指導の報告 

・被害児童生徒保護者に最終指導の様子を報告。再発防止策への理解と協力を得る。 

・加害児童生徒保護者に事実を時系列に沿って報告。指導の詳細と最終指導の様子を報告。再発防止策へ

の理解と協力を得る。 

・学校と家庭が連携して今後の様子を見守る。 

最終報告 

 

 

○重大事態とは 

 ・いじめにより児童等の生命、心身又は財産

に重大な被害が生じた疑いがあると認め

たとき。 

 ・いじめにより児童等が相当の期間学校を欠

席することを余儀なくされている疑いが

あると認めるとき。 

○重大事態が発生した場合 

・教育委員会に報告し、教育委員会の指示に

従う。 

・学校が調査の主体となる場合は、調査組織

を設置し、対応する。 

○ＳＮＳによるネットトラブルは重大事態と

して捉える。 

重大事態への対応 

・被害児童生徒保護者、加害児童生徒保護者の最終報告時の様子を報告し、問題がないか確認する。 

・必要に応じて、いじめ・長期欠席対策委員会で報告し、全職員で情報を共有する。 

その後 

・当分の間、被害児童生徒に毎日帰り際

に声がけ（今日はどうだった？嫌な

ことはなかった？等）をする。 

・当分の間、加害児童生徒に声をかける

（よかったこと、がんばっているこ

とを認める声がけは有効）。 

 

※いじめ解消とは、３か月何もなかっ

たときにいえる。３か月はしっかり

見守り、様子を聞く必要がある。 

※生徒指導部より示された 

「いじめ事案対応フロー」を 

参照に作成 

 


